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令和元年 12月例会：次第（令和元年 12 月 21日開催） 

 

１.会長挨拶 

 

 

２．報告事項 

【会員の状況】 令和元年 11月                

（１）会員の状況（元年 11月） 

       Ａ会員：135名、 Ｂ会員：164名、  合計：299名  

 

【総   務   部】 

[総    務] 

（１）令和元年度第３期の滋賀県医師会および日本医師会の会費について 
口座振替ではない会員には請求書を 12月下旬に送付しますので速やかに振り込み願います。 

口座振替の会員は 12月 27日（金）に指定口座から引き落としますのでご了知ください。 

 

（２）令和２年度会費について 
標記について、令和元年 12 月５日に開催した第 215回臨時代議員会において、決議承認されました。 

会員の皆様には、令和２年度会費の納入につきご理解ご協力をお願いします。 

 

令和２年度滋賀県医師会会費について 

１．滋賀県医師会会費徴収規程第３条に定める、満年齢による定額会費額並びにＡ会員の減額

会費を次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２．滋賀県医師会会費徴収規程第４条に定める、Ａ会員の減額会費適用条件を次のとおりとする。 

  第１項：前年度１月１日における在籍会員数が６名以上の医療機関を開設または管理する会員。 

  第２項：前年（度）分の医業収入額が、満年齢７５歳未満の会員にあっては３千万円未満、７５

歳以上８３歳未満の会員にあっては５百万円未満の会員。（医業収入額が確認できる書

類を添付し、所定の様式にて申請すること。） 

※在籍会員数が６名以上の医療機関を開設または管理する会員医療機関には、別途郵送にてご案内い

たします。 

 

 

会員区分 75 歳未満 75〜82 歳 83 歳以上 

A 会員 年額 21 万円（毎期 7 万円） 年額 12 万円（毎期 4 万円） 0 円 

減額適用 A 会員 年額 12 万円（毎期 4 万円） 年額 6 万円（毎期 2 万円） 0 円 

B 会員 年額 3.6 万円（毎期 1.2 万円） 年額 1.8万円（毎期 0.6万円） 0 円 

C 会員 0 円  
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（３）令和２年度会費減額申請について 
滋賀県医師会会費徴収規程第４条第 2項に定める「Ａ会員の会費の減額」について、申請する

会員は以下をご確認のうえ対応願いたい。 

1. 申請期間：令和２年 1月 15日～令和２年 3月 20日  ※当日消印有効 

2. Ａ会員の減額会費適用条件： 

第 2項：前年（度）分の医業収入額が、満年齢 75歳未満の会員にあっては 3千万円未満 

  75歳以上 83歳未満の会員にあっては 5百万円未満の会員 

3.申請方法 

滋賀県医師会報１月号、2月号に掲載する会費決定通知を確認のうえ、会費減額申請書様式

をコピーして、必要事項を記入し、医業収入額が確認できる書類の写しを添付 して郵送にて

滋賀県医師会事務局へ提出してください。 

なお、上記申請書については、滋賀県医師会 HP「会員専用ページ」からダウンロード可能。 

    http://www.shiga.med.or.jp/doctor.html  

 

（４）日医かかりつけ医機能研修制度 修了申請について      （総務資料 1）ｐ.1 

 

（５）「小児・重症心身障害児(者)の地域生活を支援する連携の在り方」のご案内 
（総務資料 2）ｐ.8 

 

（６）「医師による遠隔での死亡診断をサポートする看護師を対象とした研修会」の 

開催について（ホームページ登載）             （総務資料 3）ｐ.11 

 

（７）びわこ薬剤師会 年末年始休業日予定一覧表について      （総務資料 4）ｐ.14 

 

（８）「第 11回滋賀県がん医療フォーラム」の開催について      （総務資料 5）ｐ.16 

 

（９）令和元年度 滋賀県放射線技術会県民公開講座について     （総務資料 6）ｐ.18 

 

（10）医・De あいプロジェクト主催｢料理教室チラシ｣の配布依頼    （総務資料 7）ｐ.20 

 
（11）「第 231 回大腸疾患研究会」のご案内             （総務資料 8）ｐ.22 
 

（12）かかりつけ医うつ病対応力向上研修会の開催について     （総務資料 9）ｐ.24 
 

(13)Windows7 サポート期間終了に伴うびわ湖あさがおネットへの接続について 

（総務資料 10）ｐ.29 

   

（14）滋賀県医師連盟医療政策勉強会の開催について        （総務資料 11）ｐ.30 

 

http://www.shiga.med.or.jp/doctor.html


 
 

3 

【学   術   部】 

[医 療 安 全] 

（１）電子たばこの注意喚起について 
 現在、米国では電子たばことの関連が否定できない呼吸器関連の健康被害が報告されており、

厚生労働省では全ての電子たばこの使用を控えることを推奨としている。 

現時点では、電子たばこの使用と健康被害との関連、健康被害を引き起こす製品の種類や原因

物質は明らかではなく、国内では、類似の健康被害報告は確認されていないが、海外の状況や、

電子たばこ使用時に体調不良を覚えた場合の対応等については下記厚生労働省ホームページに

て詳細を確認いただきご留意願いたい。 

☆厚生労働省ホームページ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/tobacco/index_1.html                

[発出元：日本医師会 令和元年 11月 13日付(健Ⅱ159)(地 300)] 

 

（２）「コンタクトレンズの適正使用に関する小・中学生への教育について」教育用資料の

公表について 
 大阪府では、これまでに医療機器の適正使用について、情報提供の方法等について検討されて

いる。その一環として、コンタクトレンズの適正使用に関する啓発の取り組みとして、これから

コンタクトレンズを使い始める低年齢層(小学生や中学生等)を対象にコンタクトレンズの適正

使用に関する教育用冊子、教育用冊子と対になる教育用スライド、教育内容を整理した教育者向

け資料、が取りまとめられ下記ＵＲＬより入手可能となっているのでご確認願いたい。 

 ☆大阪府健康医療部薬務課のホームページ 

 「コンタクトレンズの適正使用に関する小・中学生への教育について」 

http://www.pref.osaka.lg.jp/yakumu/kiki_taisaku/contact_kyoiku.html  

[発出元：日本医師会 令和元年 11月 15日付(法安 134)] 

 

（３）医療事故情報収集等事業「医療安全情報 No.156」について 
   鎮静に使用する注射薬の誤投与 

検査・治療時の鎮静に使用する注射薬の指示が適正に伝わらず、タイミングや投与量を誤っ

た事例が 3件報告されているのでご留意願いたい。 

〔事例が発生した医療機関の取り組み〕 

・鎮静に使用する注射薬は、指示画面の薬剤名に「医師施行」と表示させる。 

・鎮静に使用する注射薬は、検査・治療の直前に医師が患者の状態から投与量を判断して投

与することを理解する。 

    ☆日本医療機能評価機構「医療事故情報収集等事業」のページ 

      http://www.med-safe.jp/  

     [発出元：滋賀県健康医療福祉部医療政策課 令和元年 11月 20日付(滋医政第 1179号)] 

 

（４）総務省による平成 30 年度「電波の植込み型医療機器及び在宅医療機器等への影響

に関する調査等」報告書について 
今般、総務省により、平成 30年度「電波の植込み型医療機器及び在宅医療機器等への影響に

関する調査等」報告書がとりまとめられたので、下記ホームページにて確認いただき、ご留意

願いたい。 

    なお、本調査結果の中で、一部の在宅医療機器について、携帯電話端末の電波発射強度や医療

機器のセンサ感度を最大限にとるなどの最も厳しい条件で、携帯電話端末を当該医療機器に相当

近づけた場合に電波の影響を受け、可逆的な誤動作が起こった検証結果が報告されております。

また、報告書では、医療機器が電波の影響を避けるためには、医療機器の製造販売業者等から医

療従事者に対して、具体的な推奨離隔距離などの充実した情報提供がなされるとともに、医療従

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/tobacco/index_1.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/yakumu/kiki_taisaku/contact_kyoiku.html
http://www.med-safe.jp/
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事者を通じて患者、家族、介護者等にこれらの情報が確実に提供されることが重要とされていま

す。 

   ☆総務省ホームページ  http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/seitai/chis/ 

 

【保 険 部】 
 (1) 疑義解釈資料（その 18）について 【日医常任理事通知（保 204）】 

（県医師会報令和２年１月号に掲載予定） 
 
   ※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「診療報酬改定に関する情報＜平成 30年 

度＞」のコーナーに掲載済 

http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/30kaitei/  

 

 (2) 使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について 【日医発第 843号(保 191)】 

（概要は県医師会報令和元年 12 月号 24～26ページに掲載予定）（詳細は日医雑誌 1月号に掲載予定） 
 
   ※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」のコーナー

に掲載済 

     http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/iyaku/  

 

 (3) 使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について 【日医発第 865号(保 199)】 

（概要は県医師会報 1 月号に掲載予定）（詳細は日医雑誌 2月号に掲載予定） 
 
   ※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」のコーナー

に掲載済 

 

 (4) ロキサデュスタット（エベレンゾ錠）及びトラフェルミン（遺伝子組換え）（リティ

ンパ耳科用）に係る「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項につ

いて」の一部改正について 【日医発第 844号(保 192)】  

（県医師会報 12月号 26～27 ページに掲載予定） 
 
   ※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」のコーナー

に掲載済 

 

(5) 抗 PD-L1抗体抗悪性腫瘍剤（テセントリク点滴静注）に係る最適使用推進ガイドラ

インの策定に伴う留意事項の一部改正について 【日医発第 877号(地 332)(保 203)】 

（概要は県医師会報１月号に掲載予定） 
 
   ※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」のコーナー

に掲載済 

 

(6) 共済組合員証の無効について 

①裁判所共済組合大津支部（保険者番号 31250152） 
 

     記号番号    無効年月日  無効事由       備 考 

        125-220520  R元.11.14  紛失のため 当該組合員は京都府長岡京市在住 

（県医師会報 12月号 28ページに掲載予定） 
 

 

 

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/seitai/chis/
http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/30kaitei/
http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/iyaku/
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②厚生労働省共済組合奈良労働局支部（保険者番号 31290158） 
 

      記号・番号  無効年月日  無効事由        備 考 

（記号） (番号)            当該組合員は奈良県橿原市在住 

なし、1201006             亡失のため ※令和元年9月下旬に使用後、10月中旬 

に亡失したことが発覚 

                       →R元.11.29付けで新組合員証を発行済 

（県医師会報 1 月号に掲載予定） 

 

(7) 共済組合員証及び組合員被扶養者証の無効について 

①裁判所共済組合大津支部（保険者番号 31250152） 
 

     記号番号   無効年月日  無効事由       備 考 

         125-220020  R元.11.21   組合員証  当該組合員及び被扶養者は滋賀県 

                 紛失のため   長浜市在住 

（県医師会報 12月号 28ページに掲載予定） 
 

(8) 医療機器の保険適用について（12月 1日保険適用分）及び「医療機器の保険適用に

ついて」の一部訂正について 

【日医発第 890 号（保 207）】【日医事務連絡（保 208）】 
 

(9) 年末年始に係る長期投与について 

    （県医師会報 12月号 29ページに掲載予定） 

・長期の旅行等特殊の事情がある場合において、必要があると認められるときは、１回 14日分を限度

とされている内服薬又は外用薬についても、旅程その他の事情を考慮し、必要最小限の範囲におい

て、１回 30 日分を限度として投与して差し支えない、とされている 

   ・「長期の旅行等特殊の事情」とは①年末年始、②連休（ゴールデンウィークに限る）、③海外への渡

航（国内長期旅行は認められない）を指す 
 

(10) 休日加算について 

   ・休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び祝日のほか、１月２日、３日並びに 12 月 29日、30 日、

31 日。但し、当該日を診療日とする保険医療機関では休日加算は算定できない 
 

(11) インフルエンザウイルス抗原定性検査について 

   ・インフルエンザウイルス抗原定性検査の実施に当たっては、次の点にご留意願いたい 

①発症後 48 時間以内に実施した場合に限り算定することができる 

②外来迅速検体検査加算の算定はできない 
 

(12) 予防接種の費用の取扱い、および抗インフルエンザ薬を予防目的で投与する際の留 

意点について 

    （県医師会報 12月号 29ページに掲載予定） 
 

 

〔その他〕 

(13) 令和２年度の酸素の購入価格に関する届出について（近畿厚生局滋賀事務所） 

    （概要は県医師会報 12 月号 30ページに掲載予定） 
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    ・酸素を使用した診療を行う保険医療機関は、令和 2年 2月 17 日(月)までに近畿厚生局滋賀事務所

あて提出のこと 

    ・近畿厚生局ホームページ（https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/ ）の『重要なお知らせ』又は『新着

情報』の当該項目のページから様式(エクセル版又は PDF版)をダウンロードして使用 

    ※ 酸素を使用した診療を行う保険医療機関は、当該年の 4 月 1 日以降の診療に係る費用の請求に当たって用

いる酸素の単価並びにその算出の根拠となった前年の 1 月から 12 月までの間に当該保険医療機関が購入し

た酸素の対価及び酸素の容積を、当該年の 2月 15日までに地方厚生(支)局長に届け出る必要がある。 

      なお、新規医療機関の指定を受けた場合等においては、随時届け出る必要がある場合があるので、詳しくは

近畿厚生局滋賀事務所へ （TEL 077-526-8114） 

    ※ 令和元年 9月 30日までの間に購入したものについては、実際に購入した価格に 108分の 110を乗じて得た

額（1円未満の端数は四捨五入）を酸素の購入対価として記載する 

    ※ 酸素の使用がなく、酸素の購入がない場合は提出の必要はない 

※ 窒素の購入価格に関する届出の必要はない 

 

【公 衆 衛 生 部】 

［地  域  保  健］ 

（１） 感染症法に基づく届出の基準における別記様式の一部改正について 
厚生労働省より 、コンゴ民主共和国においてエボラ出血熱の患者の発生が増加している

こと等を踏まえ、検疫法に規定する感染症等について、患者が感染した地域及び期間を正確

に把握し、早期かつ確実に当該地域への渡航者に対する注意喚起を行うことができるよう、

感染症法に基づく届出の基準（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第

12 条第１項及び第 14 条第２項に基づく届出の基準等について」（平成 18 年３月８日健感

発 0308001 号）の「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県に届け出る基準」）における

様式が下記のとおり改正され、令和２年１月１日より適用される旨通知があった。  

[改正の内容] 

別記様式における感染地域の項目に「渡航期間」を記載項目として追加することその他所要

の改正を行う 

[日本医師会感染症危機管理対策室長 令和元年１１月１９日付（県２１６１）］ 

 

（２）鹿児島市におけるＢウイルス病（四類感染症）患者の発生について 
鹿児島市内で実験サル取扱施設の従事者がＢウイルス病（四類感染症）を発症した事例が

あったことから厚生労働省より情報提供があった。 

Ｂウイルス病は、マカク属のサル（アカゲザル、カニクイザル、ニホンザル、タイワンザ

ル等）との直接的な接触（咬傷、擦過傷）により感染するとされており、患者が従事してい

る施設内での感染が推定されるとしている。また、医療機関等に対して、マカク属のサルと

の接触歴のある患者を診察する際には、必要に応じてＢウイルス病を念頭においた診療を行

っていただき、感染が疑われる事例については、速やかに保健所への情報提供を行っていた

だくよう依頼されている。 

（参考） ■厚生労働省ホームページ 

Ｂウイルス病について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000130367_00001.html  

Ｂウイルス病に関するＱ＆Ａ 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000571901.pdf  

■国立感染症研究所ホームページ 

Ｂウイルス病とは 

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000130367_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000571901.pdf
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https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/470-b-virus-info.html  

[日本医師会感染症危機管理対策室長 令和元年 11月 28日付(健Ⅱ166)] 

 

［産 業 保 健］ 

（１）放射線業務従事者等に対する線量測定等の徹底及び眼の水晶体の被ばくに係る放射 

線障害防止対策の再周知について 
厚生労働省労働基準局安全衛生部長より、放射線業務従事者等に対する線量測定等の徹底

及び眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策の再周知について、周知依頼があった。 

記 

1.現在実施している外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量の測定について、電

離則第 8条第 1項に基づき適切な対象者に対して実施しているか確認すること。 

2.現在実施している外部被ばくによる線量の測定について、電離則第 8条第 3項に基づき

放射線測定器を適切な位置に装着しているか確認すること。 

3.「リーフレット「医療保健業に従事する皆さまへ~被ばく線量の見える化のために～」

の周知について」(平成 31年 2月 14日付け事務連絡)に示したとおり、電離則に基づく対策

の遵守徹底及び放射線測定器の適切な装着等の被ばく低減対策について、周知、指導を行う

とともに、平成 29年安全衛生部長通知に示したとおり、放射線業務を現在行っている事業

場においては、放射線防護の基本原則である「遮蔽をする。放射線源から距離を取る。作業

時間を短くする。」に則り、作業方法及び手順の再確認を行い、必要に応じて、作業方法の

見直し、被ばく低減対策等を検討すること。また、労働者から放射線被ばくによる眼の水晶

体に係る健康不安の申出があった場合には、産業医の面接、産業保健総合支援センター、放

射線による健康影響の専門家などを活用し、労使間で話し合つて対応を検討すること。 

(参考 日医 on-1ineプレスリリース) 

https://www.med.or.jp/nichiionline/article/008955.html                          

[日本医師会長 令和元年 11月 18日付（日医発第 820 号(健Ⅰ172)）] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３. ホームページ会員向けサイトへの「お知らせ」登載一覧 

11/28（木)「医師による遠隔での死亡診断をサポートする看護師を対象とした研修会」の開催に

ついて 

11/28（木) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による入院患者に対する

自己負担額の認定及び合併症の取扱について」の一部改正について 

11/29（金) 今冬のインフルエンザ総合対策の推進について 

11/30（土) インフルエンザ流行期に入りました 

12/02（月) 大津赤十字病院「ご紹介患者様担当医師名一覧表」等 

12/02（月) 鹿児島市における Bウイルス病患者の発生について 

 日本医師会 HP メンバーズルームへのアクセスについて 

 日本医師会 HP  http://www.med.or.jp/  

 ［メンバーズルーム］をクリック 

  ユーザーID : 日本医師会 ID番号 

（日医雑誌が送付される際のビニール製封筒に貼付の 

宛名ラベルに記載された 10桁の番号）  

  パスワード  : 誕生日 西暦の下 2桁、月、日 

    入力例）1950年 4月 1日生まれ → 500401 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/470-b-virus-info.html
https://www.med.or.jp/nichiionline/article/008955.html
http://www.med.or.jp/
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12/03（火) インフルエンザ様疾患罹患時の異常行動に係る全国的な動向調査研究に対する協力

について 

12/06（金) 肝疾患専門医療機関の指定に係る申請手続きについて 

12/06（金) 医師会旅行ご案内（最新情報）  

12/09（月) 抗微生物薬適正使用の手引き第二版の周知について 

12/12（木)「ノロウイルス食中毒注意報」【本年度 2回目】の発令について 

 

４.講演会・研修会等のご案内                （総務資料 12）ｐ.31 

 

５.当医師会 1月の行事予定表             （総務資料 13）ｐ.32 

  

６.滋賀県医師協同組合連絡事項の後、草津総合病院 消化器内科の紹介 

 

 

 

☆★☆ 医協連絡事項 ☆★☆ 
 

1．診療報酬改定関連書籍のご案内 
令和 2年 4月に実施予定の診療報酬・薬価基準改定に対応の関連書籍を組合員価格にて斡旋させ

ていただきます。例年同様、代表的な書籍については所属の地域医師会様にてお取りまとめいただ

いております。地域医師会様からの案内に沿ってご注文いただきますようお願いたします。取りま

とめ書籍については医協ニュース 12 月号でも紹介しておりますが、取りまとめ以外の書籍につい

ても組合員価格にてお取り扱いしておりますので、購買課まで直接ご注文ください。 

 

2．所得補償保険及び長期障害所得補償保険無事故返戻金のお知らせ 
平成 30 年度（平成 30年 10月 1日～令和元年 10月 1日）にご加入いただいておりました、所得

補償保険及び長期障害所得補償保険につきまして、無事故返戻金を 12月 18日付にてお支払いさせ

ていただきます。無事故返戻金のお支払対象者の方へは、12月初旬にご案内を送付させていただき

ましたので、ご確認の程よろしくお願いいたします。ご不明な点等ございましたら福祉課までお問

い合わせください。 

 

3．各種グループ生命共済配当金のお知らせ 
各種グループ生命共済（大型グループ生命共済・プラスグループ生命共済）の平成 30 年度分配

当金が決定し 12 月 17 日付にてお支払いさせていただきます。配当金のお支払い対象者の方へは、

12月初旬にご案内を送付いたしましたので、ご確認の程よろしくお願いいたします。ご不明な点等

ございましたら福祉課までお問い合わせください。 

 

4．令和元年度 第 2回組合員親睦事業 満員御礼（募集終了）のご案内 
ご好評につき定員を拡大して受付いたしましたが、会場の都合等もあり募集を終了させていただ

きました。たくさんのお申し込みありがとうございました。ご検討いただいておりました組合員の

皆様におかれましては、またの機会によろしくお願いいたします。 

開催日時 ： 令和 2年 2月 8日（土） 17時 30分より 

会  場 ： ホテルボストンプラザ草津 サウスウィング 6Ｆ「ケネディルーム」 

内  容 ： 世界料理オリンピック金メダリスト 

「角垣賢総料理長」監修のお料理を愉しむ夕べ 



 
 

9 

 

５．滋賀県医師協同組合 第 54 期通常総代会のご案内 
第 54 期通常総代会につきましては次のとおり開催予定です。総代の先生方におかれましてはご

出席のほどよろしくお願い申し上げます。 

開催日時 ： 令和 2年 5月 16日（土） 15時 30分より 

会  場 ： びわ湖大津プリンスホテル コンベンションホール 2階「淡海」 

※ 総代会終了後、17時 30分より懇親会を開催予定 
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